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免税軽油制度の継続についての請願 (陳情)書

1 請願 (陳 情 )の 趣 旨 (理 由 )

これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展 に貢献 して きた軽油

引取税 の課税免除の特例措置 (以 下 「免税軽油制度」 とい う。)が 、令和 9年 3月

末 日で廃止 され る状況 にあ ります。

免税軽油制度 は、元来、道路を走 らない機械 に使 う軽油について、軽油引取税 (1

リッ トル 当た り 32円 10銭 )を 免税す る制度で、船舶 、鉄道、農業・林業、製造

業な ど、幅広い事業の動力源 の用途に認 め られてきた ものであ ります。

令和 8年 4月 か ら、暫定税率は廃止 され ることが決定 した ものの、本則課税 (1

リッ トル 当た り 15円 )は 継続 され ることとな ります。

スキー場産業では、索道事業者が使 うゲ レンデ整備車及び降雪機 に使 う軽油が

免税 となってお り、 この制度がな くなれば索道事業者 は大きな負担増 を強い られ、

スキー場の経営維持が困難 となるとともに、地域経済に も計 り知れ ない影響 を与

えることとな ります。

以上の趣 旨か ら、次の事項について意見書 を政府 関係機 関に提 出 して頂 くこと

を請願 いた します。

2 請願 (陳 情)事 項

免税軽油制度 を継続 していただ くこと。
8。 2・ …6


